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平成27年７月23日（木曜日）

午前９時58分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部

１．地域包括ケアシステムについて

２．地域医療構想について

○協議事項

１．県内調査（県北地区）について

２．県外調査について

３．次回委員会について

４．その他

出席委員（12人）

委 員 長 髙 橋 透

副 委 員 長 野 﨑 幸 士

委 員 原 正 三

委 員 中 野 一 則

委 員 宮 原 義 久

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 日 髙 陽 一

委 員 満 行 潤 一

委 員 渡 辺 創

委 員 重 松 幸次郎

委 員 来 住 一 人

委 員 西 村 賢

欠 席 委 員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 桑 山 秀 彦

福祉保健部次長
髙 原 みゆき

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
日 高 良 雄

（保健･医療担当）

部参事兼福祉保健課長 渡 邊 浩 司

部参事兼医療薬務課長 孫 田 英 美

長 寿 介 護 課 長 松 田 広 一

医療・介護連携
横 山 浩 文

推 進 室 長

事務局職員出席者

政策調査課主幹 松 浦 好 子

政策調査課主査 森 田 恵 介

○髙橋委員長 それでは、ただいまから、地方

創生対策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程（案）をごらんください。

本日は、当委員会の調査項目のうち、高齢者

が安心して暮らせる地域づくりに関することに

関連する内容について、福祉保健部から概要説

明をいただきます。

地方創生という幅広いテーマに取り組んでい

るところですが、５月の委員会での委員協議を

踏まえ、当委員会としましては、人口減少に対

応した持続可能な社会づくりを軸にして調査活

動を行いたいと考えております。

人口減少に伴い、高齢化が加速し、社会保障

を担う世代の負担が重くなることは明らかです。

本日は、今後を見据えての高齢者対策等に内

容を絞って概要説明をいただいて、質疑、意見

交換を行います。

その後、県内調査、県外調査等について御協

議いただきたいと思いますが、このように取り

進めてよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○髙橋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前９時59分休憩

午前10時０分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

本日は福祉保健部にお越しいただきました。

福祉保健部にお越しいただくのは初めてであり

ますので、一言御挨拶を申し上げます。

私は、特別委員会の委員長に選任をいただき

ました日南市選出の髙橋透でございます。私ど

も12名が、さきの臨時議会で委員として選任さ

れました。今後１年間、調査活動を実施してい

くことになりました。

当委員会の課題を担うために努力してまいり

ます。調査への御協力、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、座って進めてまいります。

委員及び執行部の皆様の紹介につきましては、

お手元に配付の出席者配席表にかえさせていた

だきます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

○桑山福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。きょうは、両次長、関

係課長でまいっております。どうぞよろしくお

願いいたします。

それでは、地方創生対策特別委員会資料の目

次をごらんいただきたいと思います。

今回は、委員会の調査項目であります高齢者

が安心して暮らせる地域づくりに関しまして、

福祉保健部で取り組んでおります２つの項目、

Ⅰ、地域包括ケアシステムについて、Ⅱ、地域

医療構想について、それぞれ説明をさせていた

だきます。

詳細につきましては、担当課長から説明させ

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○横山医療・介護連携推進室長 それでは、委

員会資料の１ページをお開きください。

地域包括ケアシステムについて、御説明をさ

せていただきます。

まず、１の国の方針でございます。

国におきましては、急速に進む少子高齢化に

対応する持続可能な社会保障制度の確立を図る

ために、平成24年に社会保障制度改革推進法が

制定されておりまして、これに基づきまして、

医療法や介護保険法の改正が行われております。

その中で、この地域包括ケアシステムの構築

といいますのは、医療制度改革、介護保険制度

改革の柱に位置づけられておりまして、資料に

記載しておりますとおり、団塊の世代が75歳を

迎える2025年に向けて、高齢者が介護が必要な

状態になっても、住みなれた地域で自分らしく

暮らし続けることができるように、医療・介護

・予防・住まい・日常生活支援が一体的に提供

される体制を、それぞれの地域ごとに構築して

いくというものでございます。

次に、２の市町村の取り組みでございます。

地域包括ケアシステムの構築は、介護保険事

業の実施主体でございます市町村を中心に進め

ていくこととされておりまして、昨年６月の介

護保険法の改正によりまして、全ての市町村は、

平成27年度から29年度までの間に、在宅医療・

介護連携の推進、認知症施策の推進、地域ケア

会議の推進、生活支援サービスの充実・強化、

介護予防の効果的な取り組みの推進に係る取り

組みを開始することとされております。

以上の点につきまして、次のページ以降に資

料をおつけしておりますので、こちらをごらん
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いただきたいと思います。

２ページをごらんください。

地域包括ケアシステムの概念でございます。

まず、枠囲みの中でございますけれども、１

つ目の丸が、先ほど申し上げましたとおり、団

塊の世代が75歳以上となる2025年をめどに、医

療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に

提供されるシステムを構築する必要があること、

２つ目の丸でございますけれども、認知症対策

としても地域包括ケアシステムの構築が重要で

あること、３つ目と４つ目の丸でございますが、

高齢化の進展状況には地域差がございまして、

そうした地域の特性を踏まえながら、市町村と

県が自主性、主体性をもって、地域包括ケアシ

ステムの構築を行う必要があるとされてござい

ます。

その下のポンチ絵でございますけれども、目

指すべき地域包括ケアシステムのイメージであ

ります。

中央真ん中あたりに、自宅や有料老人ホーム

等を含めた住まいがございまして、この住まい

で、高齢者がいつまでも元気に暮らしていける

ようにするということが目標となります。

そのためには、左上でございますが、病気に

なったときにはかかりつけ医や急性期病院の連

携などによりまして、通院や入院で適時適切な

医療が提供される必要がございます。

また、訪問診療や往診等の在宅医療、訪問に

よります歯科口腔ケアでありますとか、薬剤師

によります服薬指導、あるいは栄養士によりま

す訪問栄養指導などの充実も必要となってまい

ります。

また、右上でございますが、介護が必要になっ

たときには、在宅のままで訪問介護ですとか、

デイサービス、ショートステイなどの通所介護

によりまして適切なサービスが受けられること、

そして、介護の必要度が高まったときには、養

護老人ホームですとか老健施設、あるいは認知

症グループホーム等での受け入れが必要になっ

てまいります。

さらに、要介護状態にならないようにするた

めの専門職によります介護予防サービスの提供

も行う必要がございます。

また、記載はございませんけれども、医療と

介護のサービスが切れ目なく提供されるために

は、医療従事者と介護従事者の情報共有や協力

関係の構築といいました医療・介護の連携が重

要になってまいります。

また、社会保障費が増大していく中で、特に

重要となります部分が、下のほうの、高齢者が

いつまでも元気に暮らすための生活支援や介護

予防でございます。

これは、必ずしも医療や介護の専門職でなく

てもできること、例えば買い物の手伝いでござ

いますとか庭の草刈り、電球の交換、介護予防

のための体操教室の開催などを、地域の老人ク

ラブですとか自治会、ボランティア、ＮＰＯ、

民間企業などの新たな主体に担っていただくと

いうものでございまして、一定の報酬を支払う

形もあれば、無償でお願いするという形もある

というものでございます。

そして、左側にございます地域包括支援セン

ターですとかケアマネジャーが、全体的な相談

窓口や医療・介護サービスのコーディネート役

となりますとともに、地域包括ケアシステムの

構築を進める上での課題の抽出でありますとか、

その対応策の検討の中心となりまして、市町村

や県に提言をするという役割も担うようになり

ます。

また、この地域包括システムは、右下の米印
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にございますように、おおむね車で30分以内の

生活圏域、具体的には中学校の校区を単位とし

て構築していくということが想定されてござい

ます。

３ページをごらんください。

地域包括ケアシステムの構築においては、医

療、介護等の専門的なサービスを提供する前提

としまして、高齢者等の生活の基盤となります

住まいや生活支援、福祉といった分野が重要で

あること、そして、これらのサービス等がスム

ーズに提供されるように、自助・共助・互助・

公助をつなぎ合わせる役割が必要とされてござ

います。

その概念が、左側の皿に乗りました植木鉢の

絵でございますけれども、ベースとなります皿

の部分が本人・家族の選択と心構えで、その上

に、生活の場となります住まいと住まい方が器

としてございます。器の中の土が、食事の世話

や見守りなどの生活支援と生活困窮者に対しま

す生活保護等の福祉サービスでありまして、そ

こをベースに医療・看護、介護・リハビリ、保

健・予防といった専門的なサービスが育つとい

うイメージでございます。

まとめて申し上げますと、医療・介護・予防

という専門的なサービスと、その前提としての

住まいと生活支援、福祉サービスが相互に関係

し、連携しながら、在宅での生活を支えていく

というイメージでございます。

そして、右側の枠囲みが、地域包括ケアシス

テムを進めるためには、先ほど申し上げました

自助・互助・共助・公助というものがスムーズ

につながっていく必要があるということでござ

いますけれども、今後は、特にお互いに助け合

う互助の仕組みが重要となりまして、それぞれ

の地域で、元気な高齢者の方々も含めました多

様な主体が高齢者等を支え合う仕組みを充実さ

せていくことが求められております。

４ページをお開きください。

この地域包括ケアシステムの構築の推進の柱

となります介護保険制度の改正についてでござ

います。

今回の改正におきまして、大きく２つのポイ

ントがございまして、１つが左側の地域包括ケ

アシステムの構築で、もう１つが右側の費用負

担の公平化でございます。

まず、右側の費用負担の公平化でございます

けれども、低所得者に対します保険料軽減措置

を拡充する一方で、重点化・効率化としまして、

一定以上の所得がある方について、介護サービ

ス利用時の本人負担を１割から２割に引き上げ

ることや負担の月額上限額を引き上げること、

施設入所者の食費、居住費に対します給付要件

を厳しくするといった改正が行われてございま

す。

次に、左側の地域包括ケアシステムの構築を

進めるための改正内容でございますが、全ての

市町村は、高齢者が住みなれた地域で生活を継

続できるように、医療、介護、生活支援、介護

予防の取り組みを充実することとされてござい

ます。

そのためのサービスの充実としまして、介護

サービス利用者に対します直接給付と合わせて、

市町村が実施しております地域支援事業、これ

を充実させるということでございまして、①の

在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、

地域ケア会議の推進、生活支援サービスの充実

・強化に取り組むこととされております。

また、重点化・効率化としまして、これまで

全国一律にサービス内容でありますとか費用の

単価が定められておりました要支援者１・２の
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方々ですが、この要支援者に対します訪問介護

と通所介護のサービスを、市町村が地域の実情

を踏まえながら、独自の判断でサービス内容や

費用の単価を設定できる地域支援事業に移行さ

せまして、ＮＰＯや民間企業、ボランティア等

による多様なサービス提供を可能にすることで、

効果的・効率的な事業が実施できることとされ

ております。

また、②でございますけれども、特別養護老

人ホームにつきまして、全国的に要介護３以上

の特養への入所待ちの方が増大している状況等

を踏まえまして、その入所の要件が、これまで

の要介護１以上という要件から要介護３以上と

いうふうに厳しくする方向に引き上げられてご

ざいます。

５ページをごらんください。

ただいま申し上げました市町村が独自性を発

揮しながら実施する地域支援事業の改正概要で

ございます。左側が改正前、右側が改正後になっ

ております。

まず、一番上の要介護の認定を受けている方

々への介護給付につきましては、変更はござい

ません。

次の、要支援の認定を受けた方々に対します

介護予防給付でございますけれども、この部分

が、先ほど説明をいたしました要支援者に対す

る訪問介護、通所介護のサービス提供を、全国

一律の給付から、市町村が独自性を発揮する地

域支援事業に移行させるというものでございま

す。

なお、この介護予防給付の欄にございます訪

問看護、福祉用具等につきましては、従来どお

り全国一律の給付のままとされてございます。

また、その下が地域支援事業でございますけ

れども、従来から行われてまいりました介護予

防でありますとか日常生活支援の事業、地域包

括支援センターの運営などの包括的支援事業に

つきまして、この地域包括ケアシステムの構築

を進めるための改正が行われております。

具体的には、右側の中ほどからでございます

けれども、訪問介護、通所介護といった介護予

防のサービスでありますとか、掃除、洗濯、買

い物などの日常生活の支援につきまして、従来

の専門職を中心とします介護事業所によるサー

ビスだけではなく、ＮＰＯでございますとか民

間事業者、住民ボランティアなどの新たな主体

によるサービス提供も加えることで、多様なサ

ービスを、より効率的、効果的に提供できるよ

うにするというものでございます。

また、包括的支援事業につきましては、この

地域包括支援センターを中心とします地域ケア

会議の充実でありますとか、在宅医療・介護の

連携推進、認知症施策の推進、生活支援サービ

スのコーディネート機能の充実といったことを

行うこととされてございます。

恐れ入ります。１ページにお戻りください。

１ページの最後のほうの、３の県の取り組み

でございますけれども、まず、（１）のとおり、

地域ケアシステムの構築におきまして、特に広

域的な対応が必要となります医療と介護の連携

を中心としまして、市町村の取り組みをサポー

トするということで、新たに長寿介護課の中に

医療・介護連携推進室を設置してございます。

また、（２）の地域医療介護総合確保基金でご

ざいますけれども、この基金は、効率的かつ質

の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシス

テムの構築を図ることを目的に、平成26年度か

ら各都道府県に設置することとされたものでご

ざいますけれども、その財源は、３分の２を国

が消費税増税分を充当して負担をするというこ
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とになっておりまして、残る３分の１を都道府

県が負担するということにされております。

初年度の昨年度26年度につきましては、11月

補正予算で基金を設置させていただきまして、

医療分のみの事業実施をしたところでございま

すけれども、今年度からは介護分も加えまして

本格的に実施することとしておりまして、この

基金を活用しながら県内全域で地域包括ケアシ

ステムの構築が円滑に進むよう、在宅における

医療・介護の充実でありますとか、人材確保な

どに資する事業を実施してまいりたいと考えて

おります。

なお、今年度の基金事業の計画につきまして

は、下のほうに６月補正までの状況を記載して

おりますが、最終的には、今後の国の交付決定

を待ちまして、全体計画を確定させていただき

たいと考えております。

また、参考としまして、この基金のスキーム

を６ページにつけておりますので、後ほどごら

んをいただければと思います。

説明は以上でございます。

○孫田医療薬務課長 医療薬務課でございます。

資料の７ページをごらんいただきたいと思い

ます。

地域医療構想について御説明を申し上げます。

平成26年の通常国会で成立いたしました医療

介護総合確保推進法によりまして、平成27年４

月から、各都道府県が地域医療構想を策定する

こととされました。

地域医療構想は、2025年に向けまして、病床

の機能分化・連携を進めるために、医療機能ご

とに2025年の医療需要と病床の必要量を推計し、

定めるものであります。

これは、高齢化の進展により増大する医療サ

ービスの需要を見据え、地域にふさわしいバラ

ンスのとれた病床の機能分化・連携を進めるこ

とにより、団塊の世代が後期高齢者となる2025

年の医療需要に適切に対処していこうとするも

のであります。

地域医療構想の策定に当たりましては、厚生

労働省から、ことしの３月にガイドラインが出

されております。このガイドラインの概要につ

きましては、後ほど説明させていただきます。

次に、資料の下のほうにあります本県の地域

医療構想策定体制から、先に説明させていただ

きます。

地域医療構想の策定に当たりましては、１の

地域医療構想策定委員会を開催しまして、医師

会や歯科医師会、薬剤師会、看護協会等の医療

関係者を初めとして、市長会、町村会、保険者

協議会など、さまざまな立場の方々の御意見を

伺うこととしております。

また、２の地域医療構想調整会議についてで

ありますが、これは構想区域ごと、本県では基

本的に二次医療圏ごとに各地域の医療関係者、

医療保険者、その他の関係者との協議の場とし

て開催するものでありまして、関係者間で連携

を図りつつ、将来の病床の必要量を達成するた

めの方策、その他、地域医療構想の達成を推進

するために必要な協議を行う場であります。

地域医療構想調整会議は、基本的に構想策定

後の協議、調整を主な役割としておりますが、

本県では、策定の段階から二次医療圏ごとに開

催することとしております。

この調整会議におきまして、各地域における

医療施設の現状や課題等の把握に努めてまいり

たいと考えております。

地域医療構想策定委員会及び地域医療構想調

整会議の具体的なメンバーにつきましては、次

の８ページをごらんください。
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まず、１の地域医療構想策定委員会について

でありますが、平成25年３月策定の宮崎県医療

計画における策定委員会のメンバーを参考に、

各団体等の関係者14名、県関係者４名の計18名

で構成することとしております。

次に、２の地域医療構想調整会議のメンバー

についてであります。資料の下のほう、基本メ

ンバーのところをごらんください。地域医療構

想ガイドラインを踏まえまして、地域の医療提

供者を中心とした①から⑦のメンバーを基本と

し、各二次医療圏の事情に応じて、各保健所が

選定を行うこととしております。

なお、実際の運用に当たりましては、各保健

所が地域の実情を十分に反映できるよう、議題

によって参加を求める関係者を柔軟に選定する

ことも想定しているところであります。

資料の７ページに戻っていただきまして、中

央の左側の図になりますが、ここにありますと

おり、医療機関は、これまで外から見えにくかっ

た各医療機関の担う医療機能につきまして、高

度急性期、急性期、回復期、慢性期の４つを自

主的に選択し、現状及び今後の方向などにつき

まして、平成26年度から県に報告を行うことと

なっております。この報告なども活用しながら、

各地域における医療機関の現状等の把握に努め、

地域医療構想の策定に生かしていきたいと考え

ております。

なお、高度急性期、急性期、回復期、慢性期

の４つの機能につきまして、大まかに御説明い

たしますと、高度急性期というのは、重症者の

集中治療などに対応する機能であります。急性

期は、通常の手術や救急に対応する機能、回復

期は、急性期を脱した後のリハビリ等に対応す

る機能、慢性期は、長期療養に対応する機能と

なっております。

その右側の囲みの部分にあります地域医療構

想の内容についてですが、１にありますとお

り、2025年の医療需要と病床の必要量を、高度

急性期、急性期、回復期、慢性期の４機能ごと

に推計することとなります。

また、この推計は構想区域単位、本県におき

ましては、基本的に二次医療圏単位で行うこと

となります。

そして、２にありますとおり、目指すべき医

療提供体制を実現するための施策、例えば医療

機能の分化・連携を進めるための施設設備の整

備や、医療従事者の確保・養成等といった施策

を定めることとなります。

これら地域医療構想の内容を踏まえまして、

各医療機関の機能分化・連携につきましては、

先ほど御説明いたしました地域医療構想調整会

議で、各地域での自主的な議論・調整を行って

いただくこととなります。

地域医療構想の策定スケジュールにつきまし

ては、今後、地域医療構想策定委員会、地域医

療構想調整会議、医療審議会などを開催しなが

ら、今年度中の策定を目途に取り組んでまいり

たいと考えております。

次に、先ほど申し上げましたガイドラインに

ついての御説明をさせていただきたいと思いま

す。９ページをごらんください。

ガイドラインは、大きく分けまして地域医療

構想の策定に関することと地域医療構想策定後

の取り組みについて記載されております。

まず、地域医療構想の策定に関しましては、

１の体制の整備について、現行の医療計画の策

定プロセスと同様に、地域医療構想の策定に当

たりましても専門部会やワーキンググループな

どを設置することとされております。本県にお

きましては、先ほど御説明しましたとおり、地
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域医療構想策定委員会において検討していくこ

ととしております。

また、地域医療構想調整会議も、ガイドライ

ンに従って策定段階から開催し、関係者の御意

見を伺うこととしております。

次に、２の地域医療構想の策定及び実現に必

要なデータの収集・分析・共有についてですが、

基礎となるデータは厚生労働省から提供されて

おりまして、都道府県は関係者との情報共有や

協議、協力等により、所要の整備を行うことと

されております。

次に、３の構想区域の設定についてですが、

現行の二次医療圏を原則としつつ、人口規模や

患者の受療動向、疾病構造の変化や基幹病院ま

でのアクセス時間など、将来における要素を勘

案して設定することとされております。

次に、４の構想区域ごとの医療需要の推計に

ついてですが、2025年における病床の機能区分、

括弧の中にあります４つの機能ごとの医療需要

について、基礎データを厚生労働省が示し、都

道府県が構想区域ごとに推計することとされて

おります。

５の医療需要に対する医療供給（医療提供体

制）の検討についてですが、構想区域間の医療

提供体制の役割分担等を踏まえ、構想区域間、

これは都道府県間も含みますが、これらの間で

調整等を行った上で、将来のあるべき医療の供

給数について推定を行うこととされております。

６の医療需要に対する医療供給を踏まえた病

床の必要量の推計ですが、５で推定いたしまし

た供給数を病床の稼働率で割って得た数を必要

病床数とすることとされております。

７の構想区域の確認についてですが、人口規

模や基幹病院までのアクセス等を踏まえ、構想

区域の設定の妥当性を改めて確認することとさ

れております。

８の将来のあるべき医療提供体制を実現する

ための施策の検討についてですが、構想区域ご

とに抽出された課題に対する施策を検討すると

ともに、地域医療介護総合確保基金の活用等に

より、必要な施策を進めることとされておりま

す。

地域医療構想策定後の取り組みに関しまして

は、１の地域医療構想調整会議について、先ほ

ど御説明いたしましたとおり、本県では、基本

的に二次医療圏ごとに医療関係者、医療保険者、

その他の関係者との協議の場として開催するも

のでありますが、将来の病床の必要量を達成す

るための方策、その他地域医療構想の達成を推

進するために必要な協議を行うこととされてお

ります。

２の各医療機関での取り組みについて、各医

療機関は地域における位置づけを客観的に把握

し、自主的な取り組みを進めることとされてお

ります。

３の都道府県の取り組みについてですが、各

都道府県は、病床機能報告による現状と地域医

療構想における必要病床数との比較などにより、

地域の状況を把握し、具体的な施策の検討を行

うこととされております。

４の2025年までのＰＤＣＡについてです

が、2025年まで毎年、進捗状況の検証を行い、

地域医療構想の実現を図っていくこととされて

おります。

次に、先月公表されました国の専門調査会に

よる必要病床数の推計について御説明申し上げ

ます。10ページをごらんください。

１にありますとおり、推計を行いましたのは

医療・介護情報の活用による改革の推進に関す

る専門調査会でありまして、内閣の社会保障制
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度改革推進本部の下に設置された専門調査会で

あります。2025年に必要となる医療機能別病床

数を推計し、先月６月15日に公表しております。

この推計結果ですが、全国においては、2013

年の病床数134万7,000床に対しまして、2025年

の必要病床数は119万1,000床で、約15万6,000

床、11.6％の減少と推計されております。

また、本県では、2013年の病床数１万6,500に

対しまして、2025年の必要病床数は１万1,000床

で、約5,400床、32.7％の減少と推計されており

ます。

この推計結果を地域医療構想との関係でどの

ように捉えるべきかにつきましては、地域医療

構想を所管する厚生労働省の地域医療計画課長

から考え方が示されております。

その内容は、この推計値は一定の仮定のもと、

機械的に全国の人口推計等を代入して計算した

参考値としての位置づけであること、地域医療

構想は地域の実情に応じて、都道府県、医療関

係者等が話し合い、将来の医療需要の変化の状

況を共有し、それに適合した医療提供体制を構

築するための、あくまでも自主的な取り組みが

基本であること、また、地域医療構想は2025年

に向けての取り組みであり、個々の医療機関の

医療提供の方針を踏まえつつ丁寧に調整を行っ

ていくものであり、直ちに何らかの措置を講じ

させるものではないこと、そして、在宅医療等

も含めた地域での医療提供体制を全体として検

討する中で、需要に応じた適切な医療提供体制、

病床数となっていくものであることとの考え方

が示されておりまして、その上で、単純に、我

が県は何床削減しなければならないといった

誤った理解にならないようにとの注意喚起がな

されているところであります。

したがいまして、本県におきましても、この

考え方を踏まえ、関係者など、さまざまな方々

の御意見を伺いながら、本県の実情に応じた病

床数の検討を今後行ってまいりたいと考えてお

ります。

説明は以上であります。

○髙橋委員長 ありがとうございました。執行

部の説明が終わりました。

御意見、質疑がございましたら、御発言をお

願いいたします。

○渡辺委員 幾つかお伺いしますが、最後の医

療の関係のところなんですが、国の発表があっ

たときにも、何度新聞を読んでも理解がしがた

いんですが。

今、課長からも御説明がありましたけれど

も、10年後には宮崎県のベッド数は３分の１減

らすという数字が出て、厚生労働省の課長さん

からも、あくまでも参考値であるという御説明

があったと、今、話もありましたが。ただ、あ

る種の科学的な推計に基づいてこの数字をはじ

き出しているわけで、全く根拠のない数字を適

当に出している話じゃないわけですよね。

まず、今回、国から示された、今から10年後

には３分の１のベッド数を減らすのが基本軸の

ところだという考え方については、県としては、

現時点で、この数字についての認識はどう捉え

ていらっしゃるのでしょうか。

○孫田医療薬務課長 先ほど御説明申し上げま

したように、３割減らせとかということではな

いというのが、まず基本線にあります。

それで、厚生労働省の推計値といいますのは、

現在の医療を受けている方々のレセプトなり、

全国にありますさまざまな医療関係のデータベ

ースを参照しながら、今後の医療の必要量を踏

まえて出された数値ということになっておりま

して、今後、人口減少が進む中、あるいは施策
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の中でベッド数が単純に３分の１減って、行く

ところがなくなるという考え方ではなくて、先

ほど介護連携推進室長からも説明がありました

ように、地域包括システム等と連携をしながら、

在宅の介護、あるいは在宅での医療といったさ

まざまな他のサービス提供をふやしていく中で

対応して、在宅での生活を支援していくという

中での療養病床等が減少していくというような

見込みで出されたものというふうに理解してお

ります。

○渡辺委員 在宅を、もう少し率をふやしてい

くという基本的な考え方も、また、環境変化が

今後どうなるかわからないという状況下での話

というのは十分にわかりました。

ただ、人口減少社会の中で、宮崎県も人口の

維持、横ばいに向けた取り組みを、県を挙げて

するといっている環境の中で、その取り組みは、

県の想定の範疇でうまく進んでいっているよう

な場合に、１つの目安の数字とはいえ、この数

にまで減らせと言われているわけではないとは

いえども、県民の皆さんにとっては、結構衝撃

的な数字だったのは事実であったと思っていて、

いろんな取り組みがうまくいく中でという前提

で結構ですから、その上で、本当にこの数字の

レベルでもやっていくことが可能なのか、そこ

は県の認識としてはどうなんでしょうか。

○孫田医療薬務課長 国の示しましたこの推計

値がありますけれども、これは今後、本県でさ

まざまな関係者の方々の御意見をいただきなが

ら、特に地域医療構想調整会議、地元の実情に

精通された方々に集まっていただきながら、そ

の地域においてどういうふうになっていくのか

といったものを踏まえながら、今後、本県とし

ての数というのを出していくということになる

かと考えております。

○渡辺委員 もう、これ以上は伺いませんが、

当然、その地域の実情を反映していけば、これ

と違う数字が出てくるという可能性は十分にあ

るということだと理解をしました。

その上で、地域医療構想に関して、７ページ

以降のところについてなんですが、ちょっと不

勉強で申しわけないんですが、なかなかこれが

十分に理解ができなくて、現状があって、現状

をもとに医療関係者の皆さんが必要量を算出と

いうか議論を出していって、その出た数に応じ

て、今度は実際に病床数等も考えていくという

ことになるわけですよね。

このシステムの中で、出した結論に沿って地

域の医療行政を行っていったときに、いわゆる

医療関係者の方々、提供者の側の皆さんがいろ

んな立場から入ってきてこれを議論していくわ

けですが、提供者の方々と住民との医療環境に

求める理屈というのは、ずれがある場合だって

あるわけですよね。

ここまで深く提供者の皆さんが計画策定にか

かわっていくということは、ある意味では、自

分たちがこうあるべきだという数をはじき出し

たところに対して、提供者としての責任も当然

伴ってくるということになるでしょうし、裏返

して見れば、自分たちで提供できる範囲のとこ

ろの医療環境を導き出そうとする可能性も否定

はできないというふうに思うんですけれども、

責任と計画策定にかかわっていく医療従事者、

関係機関の皆さんの結果に対する責任という言

い方はちょっと語弊があるかもしれませんが、

ある意味、大きな権限を持つということですよ

ね。担い手の皆さんが、担い手の皆さんの事情

を反映した上で、地域の医療のあり方の答えを

出していくというふうにもとれるわけで、この

会議に入る皆さんのメンツを見ていても医療関
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係者のみで、例えば地域住民の代表であったり

とか、受け手の側のスタンスは全く入っていな

い形での会議体になっていっているような気が

するんですけれども、その辺についてはどんな

お考えなんでしょうか。

○孫田医療薬務課長 住民代表というような形

では出ておりませんけれども、基本的に住民の

方々の御意見を代表していただくものとして市

町村の職員が入るというような形にはなってお

りまして、その中で、実際できました医療構想

の強制力といった部分につきましては、あくま

でも合意のもとででき上がったものですので、

その実行については、きちんと責任を持って遂

行していただくというような枠組みになってお

ります。

場合によっては、実行に向けての強制的な権

限等も発動できるような枠組みにはなっており

ますが、それでも、あくまでも御自分たちで話

し合った結果をコミットしてくださいというこ

とで考えているところでございます。

○渡辺委員 私、不勉強であれなんですが、こ

こまで、提供者として、ある種、重たい責任と

いうか、義務ではないにしても、自分たちで地

域の医療圏のあり方を医療関係者の皆さんで策

定をしていって、必要なベッド数まで、もちろ

んいろいろな科学的な根拠や国が示したデータ

をもとにということではあったとしても、非常

に重たい作業だと思うんですよね。

出した結果に沿うような形で、社会構造がずっ

と動けばいいでしょうけれども、そこにそぐわ

ないような事態が出ていくときにも、非常に大

変な負担なのかなという印象も受けますので。

あと、住民の意向を、この中で折り込んでい

くのが市町村の代表であると。ごもっともだと

は思うんですが、バランスでいうと、いろんな

割合もあるのかなという気もしますんで、また、

ぜひ勉強させていただいて、充実したものにな

るように求めたいと思いますので、意見にとど

めます。

以上です。ありがとうございました。

○中野委員 関連ですが、この病床数の削減の

件です。後段、説明されたようなことをメモし

てもらわんと、あくまでも云々と言われても、

どうも信用できませんね。

○孫田医療薬務課長 厚労省からの説明につい

て、ペーパーにせずに口頭にとどめましたこと

でわかりにくかったということでございますれ

ば、申しわけありませんでした。必要であれば、

ペーパーでお示しいたします。

○中野委員 発言をされたから、言質はとって

あると思うんだけど、やっぱりペーパーに書い

てほしかったな。

１ページですが、このケアシステムの件で、

県は基金を、26年度からということですが、３

分の２が国ですよね。この財源は消費増税分と

いうことで、この消費増税分という消費税は、

あの８％の中に入っているということですか。

○横山医療・介護連携推進室長 ８％のうちの

３％増税になっておりますが、その３％分の中

から、ここに充たってきているという形でござ

います。

○中野委員 それと、県の財源は何になるわけ、

３分の１の分は。

○横山医療・介護連携推進室長 一般財源から

という形でございますけれども、消費税との関

係につきましては、具体的に全てが消費税の関

係かどうかというのは、ちょっと確認をしてお

りません。

○中野委員 いわゆる団塊の世代が、10年後を

めどに包括ケアシステムの構築を実現するとい
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うことですよね。ということは、今までより

も、10年後からは、より充実したシステムにな

る、いわゆるそれ分だけの施しを、それ以後は

受けられるということですか。今までよりも充

実するということですか。今から、そのシステ

ムを構築するということですから、今はそこに

至っていないからやるということでしょう。

○横山医療・介護連携推進室長 この地域包括

ケアシステムの構築の考え方ということでござ

いますけれども、１つには、社会保障費が大き

く膨らんでまいります。そこを抑制していかな

いといけないということで、基本的には介護保

険という直接給付、介護サービスを受けている

ときに、本人が１割負担で、９割が保険の財源

の中から給付費として出ていくという形になっ

ておりますが、そこを抑制していかなければな

らないという流れがございまして、そこをＮＰ

Ｏでありますとか企業さんとか、場合によって

は元気な高齢者の方々が、地域でその高齢者を

支え合うという形で、給付で賄ってきたサービ

スの部分というのを、少しでも、そういうお金

のかからない形にシフトさしていこうという考

え方がございます。

あと、非常に大事な部分なんですけれども、

介護予防をしっかりやっていく。認知症も含め

てでございますけれども予防をしっかりやって

いって、介護に係る給付費というのをできるだ

け抑えていくという考え方が背景にあるという

ふうに理解しておりますけれども。

御質問に対するお答えとしましては、介護福

祉士でありますとか、看護師さんであるとか、

介護の現場で働く専門職の方々が提供するサー

ビス、専門職の方々でなければならない部分と

いうのは、そこはしっかりやっていきますし、

そうでなくてもいいところというのは、新たな

主体に担っていただくというような形で、総体

的には委員がおっしゃったように、高齢者の方

々が地域で、しっかりいろんな形で支えられて、

いつまでも、できるだけ自分が住みなれた地域

で暮らしていけるようにしていくと。

ですから、サービスそのものが充実していく

ということも、質を上げていくということもあ

るとは思いますけれども、サービス以外の部分

でも支え合うという形を、これからは充実させ

ていこう、それを2025年に向けてやっていくと

いうのが、全体的なこの枠組みになってござい

ます。

ただ、県内の状況で申し上げると、市町村に

よっては、既に高齢化のピークを超えていると

ころもございます。ですから、地域の実情に応

じて市町村が主体になって、そこを県とかがサ

ポートしながらという形になりますけれども、

この取り組みを進めていくという流れになって

ございます。

○中野委員 10年後、確かに日本全体では団塊

の世代がぽんとふえた形になって、この介護保

険が大変なことになるということはもちろん想

定するんです。そうなったときの高齢化率は、

今の宮崎県内の大方の高齢化率よりも、まだ低

いんですよね。きのうの資料はそうだったんで

すからね。宮崎市でさえも、そこに至らないわ

けだから、日本全体では、かなりそうなるでしょ

う。

だから、今、我々が、この市町村の高い高齢

化率で受けている介護サービスが、やがて、県

下の大方の市町村は、より以上に高齢化率が高

くなるということは、それだけ働く人がうんと

少なくなってくる、人口は減っているわけです

から、減る中で高くなるということは、少子化

がうんと進んでいくという状態でしょう。そう
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いう中で、大方の市町村が、こういう状態を今

まで以上に、本当に構造上にこういうシステム

が構築されるんだろうかなと、そこから疑問を

持っているんですよね。

常任委員会でも似たようなことを言ってきま

したが、どうも私は、あなたたちが説明するこ

のことが、本当にそうなのかなと。我々が住ん

でいる地域のことですよ。東京はどうでもいい

んですよ。あっちのほうに全部吸い取られるだ

けだから、オリンピックとともに吸い取られる

ような気がしてならないんですよね。そういう

懸念を持っておりますが。

○横山医療・介護連携推進室長 委員御指摘の

とおり、これから人口も減っていくと、生産年

齢がどんどん減っていって、支える高齢者の方

の割合がふえていきますので、なかなか厳しい

状況になっていくということでございますけれ

ども。

であるがゆえにと申しましょうか、その高齢

者の方々を支える主体というのを、もっとさま

ざまな形で広げていかないと、なかなかしっか

りした支えというのができない。公費で全て賄

えればいいんですが、そこは難しいので、元気

な高齢者でありますとか、主婦の方々とかも含

めまして、また、老人クラブの方々もあるかも

しれませんが、そういう新たな主体の方々が各

地域で支えていただく形をつくっていく。

２ページに掲げてあります地域包括ケアシス

テムのイメージというのは、やはり御指摘のと

おり、理想形だと私どもも思っております。我

々も室をつくりまして、４月以降、職員と一緒

に全市町村を回りました。私も、宮崎市とか延

岡市とか西米良村とか日南市とか行かせていた

だきましたけれども、やはり、宮崎市と西米良

村では全く事情が異なります。高齢化の状況も

違いますし、医療・介護の資源がどの程度ある

かというのは全く違う状況にございます。

ですので、全ての市町村でこの理想形がつく

れるかというと、なかなか難しい部分もあろう

かと思いますけれども、それぞれの地域にある

資源なりを活用しながら、また、住んでいらっ

しゃる方々のお力を借りながら、少しでもこう

いう形に近づけていくと。

各市町村の方々も非常に悩んでいらっしゃい

ます。介護保険法の改正で、取り組みは進めて

いくという義務づけになっておりますんで、29

年度までに取り組みを進めていくという義務に

なっておりますのでやっていくんですが、それ

をどの程度やっていくのか、どこを目指してい

くのか、最終形がどうなのかっていうのは、や

はり市町村によって違いが出てくるというふう

に思っておりまして、私どもとしては、そこに

県内の進んでいる事例でありますとか、県外で

大きな都市なり、山間部の村なり、そういうと

ころでの先進事例等も御紹介しながら、一緒に

その地域に合った形のシステムづくりというの

を進めていきたいというふうに考えております。

○中野委員 この５ページには、地域支援事業

の全体像ということで改正後のことが書いてあ

りますが、その中で市町村が実施とか、大方そ

うなるわけだけれども、例えば、今度のこの負

担金、私はえびのだから、えびののことばっか

り言うとちょっと語弊があるかもしれませんが、

負担金の伸び率が宮崎県でトップでしたよね。

そして金額は、一番トップが五ヶ瀬でしたか、

２番目なんですよ、金額は。だから、非常にみ

んな関心が強くて、それで、計算違いじゃない

だろうかと思って、あなたたちに１回聞いたけ

れども、間違いなく計算されておりますという

回答だったけれども、あんなふうに伸びていっ
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て、今でさえもこうだけれども、10年後、心配

でたまりませんよね。

現実的には、我々の団塊の世代の10年後より

も、えびのは、今の高齢者のほうが人口総数は

多いんですよね、そのことも言いましたけれど

も。もう既に日本全体の団塊の世代の状態が、

えびのとかを含めた大方の宮崎県内の人口はそ

ういう構造になっているんですから。全国の人

口のパターンと宮崎県も変わらないということ、

それは宮崎に集中しているから、そういう形に

なっているだけで。

だから、市町村ごとにきめ細かな、国ももち

ろんだけれども、県も徹底した指導をしたり、

制度もいずれ、これじゃいけない状態が来ると

思うんですがね。

○日高福祉保健部次長（保健･医療担当） 私か

ら、少し補足説明をさせていただきたいと思い

ます。

今回の地域包括ケアシステムの考え方は、委

員おっしゃるとおり、高齢化が進む、いわゆる

要介護の方々がふえていくであろうと。一方で、

それを支える側は減っていくのでないかと。そ

うすると費用負担が大きな問題になるというこ

とを、やはり前提にしていると思っております。

例えば、これは長野県の例でございますけれ

ども、長野県さんは、従前からこのような包括

ケア体制というものを一生懸命取り組まれてこ

られておりまして、その結果として、自宅で療

養されている方が多い、いわゆる在宅で療養で

きている体制がある。そのために平均の医療費

も安いですし、在宅でみとられる方も多いとい

うような状況がございます。

ですので、そのような方向を、やはり私たち

としても県民の方と一緒になって、あるいはそ

れぞれの事業者、あるいは医療機関と一体となっ

て同じ方向で取り組んでいくということが求め

られていますので、それを県としてはバックアッ

プをしていくという気持ちでおります。

保険料のお話が、先ほど委員からございまし

た。えびの市さんが、全県下市町村内では２番

目に高かったということでしたが、一方で、報

道にもございましたけれども、国富町さんは介

護予防を一生懸命やったがためだろうと推定さ

れていますけれども、保険料が下がっておりま

す。

そういう事例もありますので、まさに予防を

いかにうまくやっていくか、それから医療と介

護の連携、これをいかに取り組んでいくか。ま

だまだ医療と介護、それぞれお互いをよく知ら

ない。端的に言いますと、入院されている方が、

いかに在宅で療養するようにうまく流れていく

かという、そのためには医療者と介護の事業を

行う方々がよく顔の見える関係で、入院した時

点から、こんなふうになっていって、こういう

ふうに退院できますよね、自宅で、あるいは施

設になるかもしれませんけれども、そこで療養

ができますよね、住みなれた環境で過ごすこと

ができますよねと、そういうような流れができ

ていかないと、これから財政的にも人口の中で

も厳しいということがわかっておりますので、

そのようになるように、我々としては、ぜひ市

町村と一緒になって取り組んでいきたい。その

示されているものが、この絵でございます。

○中野委員 我々この特別委員会は地方創生で

すから、いわゆる地方創生、再生じゃなくて創

生だから、いかにして新しい宮崎県を創造する

か。その裏には、財源の裏づけも含めて、どう

していくかということは真剣に考えなければな

らないことですよ。

さっきは、この基金のことについても、県の
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ほうはちょっとあやふやだったけど、国は消費

税の８％になった部分であるということでした

が、国の予算の、省庁単位でいえば厚労省の予

算というのは福祉ばかりではないけれども、29

兆円でしょう。全体の30％が、今、既に厚労省

の予算の中にあるんですよね。物すごいお金を

厚労省が使っているわけでしょう。使わざるを

得ない社会なんだから。

そして、その中の宮崎県が、今から努力して

も30万人の人口が減って80万台になるというわ

けでしょう、このままでは。大分県知事が予算

をつくったからといって、宮崎県もあした発表

があるのかどうかわかりませんけれども、新幹

線導入について、これもやらないといかんとは

思うけれども、本当に宮崎県に新幹線が来れる

状態なのか。鹿児島県の実態を見れば、四苦八

苦していますよ。それは、かなりお金を負担を

しないといかん。そして、在来線は、また第三

セクターで経営をしないといかん。

そういうことが、この超高齢社会に、人口減

少が宮崎の中に来る、そういう中でのこの介護

云々のこともしないといかん、宮崎県全体のこ

ともしないといかん。これは、並大抵のことで

はないと思うんですよね。だから、私は、あな

たたちはこういうけれども、人口が減少する、

努力しても80万台になる、しなければ60万台に

なるという中でどうかということも、ひとつシ

ミュレーションも含めてつくっておいてほしい

なと思うんです。その中で、我々がこの地方創

生のあり方というものも提言していかないとい

かんと思うんです。

これは、私の一考え方だけを一応申し上げて、

答弁は要りませんが、そういうことを思っての

分ですから発言させていただきました。

○髙橋委員長 ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、ないようですので、

これで終わりたいと思います。執行部の皆様、

お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時56分休憩

午前10時58分再開

○髙橋委員長 委員会を再開いたします。

次に、協議事項（１）県内調査（県北地区）

についてであります。

８月26日から８月27日に実施予定の県北調査

ですが、資料１をごらんください。

前回の委員会におきまして、県内調査先につ

いても正副委員長に御一任いただきましたので、

ごらんのような日程案を作成いたしました。

まず、８月26日ですが、宮崎県産業振興機構

を訪問し、中山間地域産業振興センターの取り

組みについて調査を行った後、同機構の緒方哲

副理事長から、「外貨を稼ぎ循環をおこす」とい

う著書をベースに地域経済循環システムについ

てお話をしていただきます。

次に、西米良村役場を訪問し、地方創生の取

り組みと地域包括ケアシステム構築に向けた取

り組みについて調査を行います。

翌日の27日は、諸塚村役場を訪問し、地方創

生の取り組みについての調査と諸塚村観光協会

の交流人口をふやすための取り組みについて調

査を行います。

なお、行程案とともに参考資料として、口蹄

疫終息５周年行事の概要を配付しております。

各議員には執行部から案内が来ているかと思

いますが、県北調査２日目の８月27日に、川南

町において、口蹄疫終息から５周年のイベント

が開催される予定となっております。多数の議
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員の御参加が見込まれることから、１日半の行

程となっております。御了承ください。

調査先との調整もある程度進めさせていただ

いておりますので、できれば、この案で御了承

いただきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、そのように決定いた

します。

なお、諸般の事情により、若干の変更が出て

くる場合もあるかもしれませんが、正副委員長

に御一任いただきますようお願いをいたします。

なお、調査時の服装につきましては、夏季軽

装にてお願いいたします。

次に、調査事項（２）の県外調査についてで

あります。

県外調査につきましては、11月４日から６日

の日程で予定しているところです。

次回委員会は９月末に開催であり、県外調査

まで時間が余りないことから、今回、調査先に

ついて御協議いただきたいと思います。

県外調査の調査先につきまして、御意見等が

ありましたらお願いいたします。

暫時休憩します。

午前11時０分休憩

午前11時２分再開

○髙橋委員長 それでは、再開いたします。

御意見や御要望がないようですので、調査先

の選定につきましては、正副委員長に御一任い

ただきますよう、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、正副委員長で準備を

させていただきます。

次に、協議事項（３）の次回委員会について

です。

次回委員会につきましては、９月定例会中の

９月25日に開催を予定しております。

次回委員会での執行部への説明、資料要求に

ついて、何か御意見や御要望はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 次回の委員会の内容につきまし

ては、正副委員長に御一任いただきますよう、

よろしくお願いいたします。よろしいでしょう

か。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、そのような形で準備

をさせていただきます。

最後になりますが、協議事項（４）のその他

でございますが、委員の皆様から何かございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○髙橋委員長 それでは、次回の委員会は９月25

日午前10時から予定しておりますので、よろし

くお願いします。

それでは、以上で本日の委員会を終わります。

午前11時４分閉会


